
加納東校区の皆様

回 覧

令和 7年 4月 吉 日

岐阜南地区交通安全協会

加納東支部  後藤 茂
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日頃より交通安全運動に深いご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記の申請書類の提出について下記のように実施いたしますので、表彰を

ご希望される皆様よろしくお願いいたします。
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1.申請書類の配布  4月 18日 (金)から、加納東公民館受付け付近に申請

書類を置いておきます。

2.申請書類の提出 必要事項をご記入の上、個人情報保護 より加納東公民

館の受付までご持参 ください。

(受付期限 5月 9日 (金)12時 まで)

3,その他 無事故無違反証明手数料は当支部が負担します。



岐阜南地区交通安全協会長

令和7年度優良運転者表彰の申請について

日頃、皆様方には交通事故防止活動に一方ならぬご協力を賜っており、厚 くお礼申し上げます。

上記の件につき、下記、表彰選考基準に該当する方は、右の「表彰申請書」並びに別紙「無事故・無違反証

明書交付申請書」に記入 し、同証明書発行手数料 670円を添えて5月 9日 (金)ま でに交通安全協会役員また

は岐阜吏迎騒 丈通導J尋む蟹契克ati奨豊 して下さい。

優良運転者表彰基準一覧表 (令和6年度用)

運転経験

年  数

無事 故

年  数

無違 反

年  数
過去 の表彰経歴 授 与 者

証明書発行

手 数 料

地  区

模 範 章
5年以上 5年以上

表彰経歴はなくてもよい

(初 めて表彰を受けよう
とする方)

岐阜南警察署長

岐阜南地区交通

安全協会長連名

670円

県

模 範 章
10年以上 5年以上

過去に地区模範章を受賞
していること

(昨年の受賞でもよい)

県

優 良 章
15年以上 5年以上

県模範章を令和 5年度ま
でに受賞 していること

同  上

県

優 秀 章
15年以上 10年以上

県優良章を令和 5年度ま

でに受賞 していること
同  上

特  別
優 秀 章

20年 以上 15年以 L
県優秀章を令和 5年度ま
でに受賞 していること

(受賞人員に制限あり)

岐阜県交通安全

対 策 協 議 会 長

(岐阜県知事 )

無  料

緑 十 字

銅  章
10年以上 5年以上

過去に特別優秀章を受賞
していること

(受賞人員に制限あり)

全 日本交通安全

協  会  長

管  区

局 長 賞

15年以上

(一般)

10年以上

(職業)

10年以上

(一般 )

5年以上

(職業)

10年以上

(一般)

5年以上

(職業 )

緑十字銅章を受賞後2年

以上経過していること

(受賞人員に制限あり)

中部管区警察局長

中部交通安全連絡

協 議 会 長 連 名

注 1.地 区交通安全功労者表彰は、各支部長が「交通安全功労者表彰上申書」を作成して申請して下さい。

2運転経験・無事故無違反の各年数は、本年6月 1日 現在で計算し、その年数や過去の表彰歴などいずれが欠けても表彰を

受けることが出来ません。                              ‐

3.地区模範章から県優秀章までは、該当する方全員が受賞できます。

皆様方が納める670円 は、無事故・無違反証明書交付手数料として、自動車安全運転センターヘ納付 します。なお、

証明書・SDカ ードは申請者宅へ郵送されてきます。

4.特別優秀章以上は、表彰人員に制限があり、前の表彰を受けてからの期間の長い方、無事故・無違反年数の長い方、

運転経験年数の長い方を優先上位としますので、運転経歴書を必ず添付して下さい。添付のない方は選考外となるこ

ともあります。特別優秀以上の証明手数料は協会負担とします。したがって、SDカ ード等は本人に交付 しません。

(こ の表彰はピンク色の申請書を使用して下さい。)

5.県模範章以上の運転経験年数は、原付自転車及び小型特殊自動車を除いた年数となります。

6.表彰受賞者が受賞後違反をした場合、改めて地区模範章にもどることなく、表彰基準を満たせば次段階の申請ができ

ます。

7_他府県からの転入者で、転入前に他府県の表彰を受けておられても過去の表彰歴として認められませんので、地区模

範章から申請して下さい。

8.こ の表彰は、秋の全国交通安全運転期間中に実施される予定であります。

9.令和 4年度より、標章をカード型とし、アクリルケー‐スとバッジは廃止となりました。

10.交付される証明書は、協会事務局にて表彰申請の参考とさせて頂きますので、この主旨を了承される方は申請して下

さい。

※わか りに くい点があ りました ら、岐阜南地区交通安全協会事務局 (電話 276-3560)へ お尋ね下 さい。

「本様式に記載されましたあなたの個人情報につきましては、上記表彰事務の目的の範囲内で取り扱います。」

岐阜県警察本部長

岐阜県交通安全

協 会 長 連 名


